
局所排気装置は1年以内に1回の
点検が法律で義務付けられています！

点検を怠ると…

・火災のリスクが高まる！
・近隣へ有機溶剤が飛散してしまう！
・作業者の健康を守れない !

労基から是正勧告を受ける可能性も
あります

局所排気装置
年次点検

局所排気装置 年次点検の詳細は裏面をチェック

提案する局所排気装置の年次点検ミドリ商会が

POINT
03

化学物質管理専門家
作業環境管理専門家の監修を受けて実施
厚生労働省の「局所排気装置の定期自主検査指針」に基づき、専門知識を有した
人材が責任を持って点検するため、ご安心ください。

POINT
02

簡易点検と詳細点検の2つのプランをご用意
お客様の局所排気装置の状態と予算に合わせて、2つの点検プランをご提案できます。
（詳細は裏面をご覧ください。）

POINT
01

忙しいお客様に代わって点検を実施
局所排気装置の点検は、専門知識が必要な上に膨大な工数がかかります。
ミドリ商会にご依頼いただければ、忙しいお客様に代わって点検を実施いたします。



簡易点検 詳細点検

吸気・排気の能力確認

フードの外観確認

費用 (出張費別途 )

ダクトの内面確認

ダクトの外観確認

ファン・モーターの異音確認

ファン・モーターの回転確認

電気系統の確認

2種類 のプランからお選びいただけます！

詳細点検は厚生労働省から出された「局所排気装置の定期自主検査指針」に基づき、
細かい箇所を含めて総合的に点検するものです。

提出する報告書のイメージ

局所排気装置の年次点検で最も大切なことは、作業者の安全を守るための吸気・排気の
能力が低下していないか確認することです。

毎年実施する必要はなく、5年に1回程度の実施を推奨します。

簡易点検でも能力確認は確実に実施するため、ご安心ください。

・マスクフィットテストによる最適な保護具の選定
・大型換気扇での作業環境改善
・健康に配慮した塗料の提案
・塗着効率の高い塗装機器の提案

塗装に関わる様々な提案も可能です！

すべてミドリ商会で対応できます！
お気軽にお問い合わせください


